
                       

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

暫定活用(展示等) 

 

世田谷文化生活情報センター生活工房等に係るフロアーのイメージ 

高層棟 ５階  

高層棟 ４階 

高層棟 ３階   

中層棟 ２階  

ギャラリー 

住民票発行スペース 

市民活動支援コーナー 

 

《 住民票発行スペースは3階から2階へ（31年度） 》 

○セミナールームＡ、Ｂ 

○ワークショップ室Ａ、Ｂ 

駅直結の利便性のよさを活かした集会施設として維持

し、生活工房の主催事業の場としても活用する。 

 

○市民活動支援コーナー及び生活工房ギャラリー【拡充】（31(2019）～) 

・より多くの団体が活用でき、空間を有効かつ柔軟に活用する。市民活動を支える環境を整備するため設備改修

を行う。 

・生活工房ギャラリーは、高層棟４階と連続性が図られるようスペースを拡張する。 

・平成３１（2019）年度に住民票発行スペースが２階マイナンバー交付窓口へ移転。 

 

○マイナンバー交付【新規】、住民票発行スペース【移設】  

・平成３１（2019）年度にマイナンバーカード交付窓口を開設。 

あわせて、３階から住民票発行スペースを移設。 

【新規】新たな国際化推進体制拠点 

【新規】マイナンバー交付 

【移設】住民票発行スペース 

【拡充】市民活動支援コーナー 

低層棟 ２階 
低層棟 ２階 

東急世田谷線 
三軒茶屋駅 

（仮称）三軒茶屋まちなか観光案内所 

《連携》 

高層棟４・５階 

高層棟３階 

 

○新たな国際化推進体制拠点【新規】32(2020）～) 

・今後の区の国際政策の推進において求められる取組みを展開していくのにあたり、『情報発信』、 

『場の提供』、『ネットワークの構築』の戦略を実現していく場とする。 

 ・東急世田谷線三軒茶屋駅改札口に整備予定の（仮称）三軒茶屋まちなか観光案内所とも連携が図れる

ような取組みを検討する。 

中層棟２階 

中層棟 ２階   

低層棟２階 

資 料 １ 

４階ワークショップ室や 

低層棟２階との連続性 


